認知症対応型共同生活介護の補助金に関する確認書
　このたびの認知症対応型共同生活介護の内定申請について、（介護予防）認知症対応型共同生活介護の補助金を申請する場合、次の内容について確認します。

	確認内容
	確認欄

（○×を記入）

	運営法人が工事等を発注すること
	

	令和９年度中に着工から竣工、開設まで完了すること
※補助決定通知受理後（例年８月頃）に業者選定等の事業着手をすること
	

	川崎市ホームぺージにて補助対象経費の条件及び詳細について確認すること
	

	内定申請前に、高齢者事業推進課 介護基盤係に事前相談すること
	

	神奈川県の補助金予算確定額を超える申請があった場合、①事業所単位で判断する加点項目と②ユニット単位で判断する加点項目（全ユニットの平均点）を合算した最終得点を比較して、川崎市が本補助金の対象事業所を選定する場合があること
	

	（介護予防）認知症対応型共同生活介護の補助金が全額交付されない場合も、認知症対応型共同生活介護について、内定を受け実施すること
	


以上　
　　　年　　　月　　　日

法人名
事業所名
法人代表者名　　　　　　　　　　　　　　
